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l
九
二
〇
年
代
農
政
指
導
の
検
討
j
J

I
産
業
組
合
中
央
会
会
頭
志
村
源
太
郎
を
と
お
し
て
I森

　
連
　
成
一

は
じ
め
に

一
財
閥
プ
ル
'
f
t
v
m
ア
ジ
-
=
農
業
団
体
指
導
者

[
補
論
]
　
二
〇
年
代
農
業
関
係
諸
団
体
の
展
開
ビ
志
村
(
以
上
十
四
巻
第
二
号
)

二
　
二
〇
年
代
農
政
の
政
策
決
定
過
程
と
志
村
源
太
郎

-
　
食
糧
政
策

3
　
第
1
次
大
戦
期
の
米
価
政
策
と
農
業
倉
庫
案
　
(
以
上
　
L
本
号
)

脚
　
第
1
次
大
戦
後
の
食
糧
政
策
と
　
「
財
界
整
理
地
均
し
」
　
(
以
下
　
続
-
)

㈱
　
米
穀
法
改
正
問
題
と
志
村
源
太
郎

2
　
蚕
糸
政
策

3
　
肥
料
政
策

二
　
二
〇
年
代
農
政
の
政
策
決
定
過
程
と
志
村
源
太
郎

本
章
に
於
い
て
は
、
一
九
二
〇
年
代
を
中
心
に
、
農
業
政
策
の
個
別
的
諸
分
野
に
於
け
る
政
策
過
程
を
、
志
村
源
太
郎
の
活
動
を
軸
に

据
え
つ
つ
、
検
討
す
る
。
既
に
、
第
一
章
に
於
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
志
村
は
'
産
業
組
合
を
は
じ
め
と
す
る
農
業
諸
団
体
の
中
で
指
導
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的
地
位
に
あ
り
、
三
菱
財
閥
の
1
員
と
し
て
政
財
官
各
界
に
於
い
て
も
幅
広
い
人
脈
を
有
し
、
い
わ
ば
農
業
界
の
中
で
「
私
設
農
林
大
臣

と
も
云
ふ
べ
き
地
位
」
に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
志
村
の
か
か
わ
っ
た
農
業
政
策
の
諸
分
野
は
、
当
該
時
期
の
主
要
な
政
策
分
野
を
ほ
ぼ
網

羅
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
志
村
の
活
動
を
軸
に
据
え
つ
つ
、
以
下
で
は
、
各
政
策
分
野
ご
と
の
検
討
を
進
め
、
そ
の
中
か
ら
二
〇
年
代
農

政
指
導
の
特
質
と
い
う
本
稿
の
課
題
に
迫
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

-
　
食
糧
政
策

(
・
I
l

本
節
で
は
、
食
糧
政
策
、
と
り
わ
け
、
そ
の
中
心
を
な
す
米
の
価
格
政
策
と
増
産
政
策
と
を
、
志
村
と
の
か
か
わ
り
に
於
い
て
検
討
す

る
。
二
〇
年
代
の
食
糧
政
策
は
、
「
日
韓
併
合
」
後
の
日
露
戦
後
経
営
を
審
議
し
た
生
産
調
査
会
に
お
け
る
内
地
と
植
民
地
を
一
体
と
し
た

膏
国
全
体
で
の
食
糧
自
給
方
針
、
そ
の
方
針
に
対
応
す
る
植
民
地
移
入
米
無
関
税
と
保
護
的
外
国
米
輸
入
関
税
と
を
前
提
と
し
、
1
九
1

四
[
大
正
三
]
年
末
か
ら
の
米
価
低
落
に
対
応
す
る
米
価
調
節
令
(
政
府
に
よ
る
米
買
い
上
げ
)
、
お
よ
び
米
価
調
節
調
査
会
(
農
業
倉
庫
案
)

答
申
を
直
接
の
起
点
と
し
、
年
々
の
米
価
変
動
に
促
さ
れ
つ
つ
、
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
一
八
[
大
正
七
]
年
の
米
騒
動
を
経
て
本

格
化
し
、
-
米
価
政
策
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
l
年
米
穀
法
、
二
五
年
米
穀
法
改
正
、
二
九
年
発
足
の
米
穀
調
査
会
に
よ
る
米
穀
法
第
二
次
改

正
の
検
討
(
二
二
年
米
穀
法
第
二
次
改
正
)
と
推
移
し
、
生
産
政
策
と
し
て
は
'
一
九
年
開
墾
助
成
法
へ
二
〇
朝
鮮
植
民
地
米
増
殖
計
画
、

二
六
年
同
更
新
計
画
へ
台
湾
米
改
良
・
増
産
-
蓬
莱
米
移
入
と
展
開
し
た
。
と
り
わ
け
二
〇
年
代
後
半
の
植
民
地
産
米
増
産
計
画
の
成
功

は
、
朝
鮮
・
台
湾
米
の
内
地
へ
の
大
量
移
入
を
引
き
起
こ
し
、
供
給
過
剰
に
よ
る
内
地
米
価
の
一
途
下
落
を
発
現
さ
せ
[
図
二
1
1
参
照
]
、

こ
の
こ
と
が
三
〇
年
代
に
米
穀
管
理
政
策
を
促
迫
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

1
・
"

こ
う
し
た
過
程
を
め
ぐ
っ
て
は
、
既
に
、
戦
前
以
来
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
り
、
近
年
に
於
い
て
も
、
川
東
、
河
合
、
大
豆
生
田
ら
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三
(
　
二
)

三
(
大
元
)

〓
(
　
四
四
)
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年

米
穀
統
制
調
査
会
　
米
穀
法
第
三
次
改
正

米
穀
法
第
二
次
改
正

米
穀
調
査
会

人
口
食
糧
問
題
調
査
会

朝
鮮
産
米
増
殖
更
新
計
画

米
穀
法
第
一
次
改
正

帝
国
経
済
会
議

^
#
法

朝
鮮
産
米
増
殖
計
画

開
墾
助
成
法
　
臨
時
財
政
経
済
調
査
会

米
騒
動
　
外
国
米
管
理
令
　
穀
類
収
用
令

農
業
倉
庫
業
法

米
価
調
節
調
査
会

米
価
調
節
令
　
米
価
調
節
調
査
会

朝
鮮
移
入
米
無
関
税
化

「
日
韓
併
合
」
　
生
産
調
査
会

午

表

注)米価は、東京深川正米市場一石当り米価の暦年平均O
加用信文監修『改訂日本農業基礎統計』 1977年　546貢より作成。

に
よ
っ
て
優
れ
た
研
究
業

績
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
食

糧
政
策
そ
れ
自
体
の
理
解

を
め
ぐ
っ
て
、
新
た
に
付

け
加
え
る
べ
き
論
点
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
以
下
で
は
、

そ
う
し
た
先
行
研
究
に
依

拠
し
っ
つ
、
志
村
源
太
郎

に
焦
点
を
当
て
、
彼
が
如

何
な
る
理
念
の
下
、
食
糧

政
策
の
策
定
に
か
か
わ
り
、

そ
の
結
果
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か

を
'
確
認
す
る
こ
と
と
し

た
い
。
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m
　
第
1
次
大
戦
期
の
米
価
政
策
と
農
業
倉
庫
案

こ
こ
で
は
先
ず
、
二
〇
年
代
食
糧
政
策
、
就
中
米
価
政
策
の
起
点
を
な
す
、
l
五
年
米
価
調
節
令
施
行
の
背
景
と
そ
の
後
の
米
価
調
節

調
査
会
の
設
置
、
お
よ
び
同
調
査
会
答
申
か
ら
米
穀
倉
庫
業
法
の
成
立
・
実
施
ま
で
を
概
観
し
、
二
〇
年
代
の
政
策
展
開
の
前
提
条
件
を

確
認
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
へ
　
大
正
初
頭
の
日
本
は
、
経
済
・
政
治
と
も
に
行
き
詰
ま
り
の
状
況
を
呈
し
て
い
た
。
日
露
戦
争
お
よ
び
戦
後
経
営
遂
行
の

た
め
に
募
集
さ
れ
た
外
債
は
、
1
九
l
〇
年
に
は
1
七
億
八
千
万
(
対
G
N
P
比
四
五
・
三
%
)
と
膨
大
な
額
に
累
積
し
、
貿
易
で
も
輸
入

超
過
が
続
い
た
結
果
へ
　
正
貨
は
枯
渇
し
、
外
債
利
払
い
に
も
苦
慮
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
新
た
な
外
債
募
集
に
失
敗
す
れ
ば
、
党
換
制
-

(蝣-.,

金
本
位
制
停
止
、
あ
る
い
は
デ
フ
ォ
ル
ト
(
対
外
債
務
支
払
停
止
)
に
も
な
り
か
ね
な
い
状
況
で
あ
っ
た
.
ま
た
'
政
治
的
に
も
、
大
正
政

変
以
来
の
対
立
と
混
乱
が
-
す
ぶ
守
続
け
、
元
老
は
、
山
本
後
継
内
閣
の
首
相
奏
薦
に
行
き
詰
ま
っ
た
あ
げ
-
、
大
隈
重
信
に
、
陸
軍
二

個
師
団
増
設
と
政
友
会
(
の
衆
議
院
支
配
)
打
破
と
い
う
使
命
を
与
え
て
、
一
四
[
大
正
三
]
年
四
月
内
閣
を
組
織
さ
せ
た
。
他
方
大
隈
も
、

二
個
師
団
増
設
を
柱
と
す
る
陸
海
軍
の
軍
拡
と
国
民
に
対
し
て
は
減
税
と
い
う
両
立
し
難
い
　
「
八
方
美
人
的
」
政
策
を
掲
げ
、
当
面
を
糊

(
4
)

塗
し
っ
つ
、
政
局
運
営
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
行
き
詰
ま
り
状
況
を
打
開
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
-
「
大
正
新
時
代
の
天
祐
」
(
井
上
馨
)
、
第
1
次
世
界
大
戦
の
勃
発
(
1

四
年
七
月
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
欧
州
主
戦
場
か
ら
遠
-
離
れ
た
わ
が
国
は
、
漁
夫
の
利
を
得
て
未
曾
有
の
経
済
発
展
を
経
験
し
、

一
躍
債
権
国
に
の
し
上
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
大
戦
が
わ
が
国
に
空
前
の
好
景
気
を
呼
び
込
む
ま
で
に
は
開
戦
後
な
お
一
年
余
り
を

要
し
た
。
開
戦
直
後
の
日
本
は
、
不
況
の
中
に
あ
り
豊
作
に
よ
る
米
価
下
落
と
開
戦
直
後
の
貿
易
混
乱
に
よ
る
生
糸
輸
出
の
激
減
-
糸
価

、

l

∵

低
落
を
経
験
し
て
い
た
。
前
年
二
十
円
台
を
記
録
し
続
け
た
米
価
は
、
一
四
年
末
に
は
十
二
円
台
に
惨
落
し
、
糸
価
も
ま
た
前
年
の
一
千

(
6
)

円
台
か
ら
開
戦
直
後
に
は
六
百
八
十
円
へ
と
下
落
、
横
浜
に
は
滞
貨
が
あ
ふ
れ
た
。
救
済
を
求
め
る
声
は
、
八
方
美
人
的
大
隈
内
閣
に
向
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か
っ
て
、
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
必
要
な
限
り
で
蚕
糸
救
済
に
も
触
れ
つ
つ
(
2
節
で
詳
述
)
へ
米
価
問
題
の
推
移
を
追
っ

て
ゆ
こ
う
。

先
ず
、
帝
国
農
会
に
依
拠
す
る
地
主
的
農
政
運
動
は
、
一
四
年
1
0
月
の
帝
国
農
会
第
五
回
総
会
の
席
上
、
政
府
へ
の
「
米
価
調
節
に

(
I
・
)

関
す
る
建
議
」
案
を
提
出
し
た
♪
同
建
議
案
は
、
①
朝
鮮
米
代
用
(
朝
鮮
産
米
に
よ
る
先
物
取
引
の
決
済
)
制
度
の
撤
廃
、
②
政
府
は
米
穀
を

買
い
上
げ
、
ま
た
は
奨
励
金
を
交
付
し
て
、
米
の
輸
出
を
図
る
こ
と
へ
③
陸
海
軍
省
監
潮
な
ど
が
l
年
分
の
米
穀
を
産
業
組
合
な
ど
を
利

用
し
て
直
接
生
産
者
よ
り
購
入
す
る
こ
と
、
④
低
利
資
金
二
千
万
円
の
融
通
、
蜜
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
総
会
は
、
臨
席
し
た
道

家
農
務
局
長
・
岡
商
工
局
長
に
向
か
っ
て
政
府
の
施
策
、
と
り
わ
け
朝
鮮
産
米
大
量
移
入
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
朝
鮮
米
代
用
制
度
に
対

Q

す
る
施
策
を
追
及
し
、
同
時
に
、
同
建
議
案
を
可
決
し
て
米
価
の
引
き
上
げ
と
救
済
と
を
求
め
た
。
ま
た
、
蚕
糸
業
者
も
、
大
日
本
蚕
糸

会
が
中
心
と
な
り
盛
ん
な
圧
力
運
動
を
展
開
し
、
二
月
に
は
全
国
蚕
糸
業
者
大
会
を
開
催
、
こ
の
大
会
に
は
大
隈
首
相
を
も
臨
席
さ
せ
へ

」
3

政
府
に
救
済
の
意
向
あ
り
と
述
べ
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
地
主
的
農
政
運
動
や
蚕
糸
業
者
の
運
動
は
、
来
る
べ
き
第
三
五
帝
国
議
会
に
対
し

て
、
当
然
に
運
動
の
矛
先
を
向
け
る
こ
と
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
三
五
議
会
(
1
四
年
1
二
月
五
日
召
集
)
に
は
、
大
正
政
変
以
来
の
懸
案
で
あ
る
陸
軍
二
個
師
団
増
設
と
い
う
、
重
大
な
る

争
点
も
存
在
し
て
い
た
。
大
隈
内
閣
は
、
衆
議
院
で
多
数
を
握
る
政
友
会
が
政
府
予
算
案
を
否
定
し
あ
-
ま
で
も
二
個
師
団
増
設
に
反
対

す
る
な
ら
、
衆
議
院
を
解
散
に
も
ち
こ
み
、
政
友
会
打
破
と
改
選
議
会
に
於
け
る
二
個
師
団
増
設
を
一
挙
に
遂
行
し
な
-
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
井
上
・
山
県
等
元
老
が
大
隈
に
与
え
た
「
使
命
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
散
含
み
の
、
も
ち
ろ
ん

解
散
回
避
の
工
作
も
渦
巻
-
、
政
局
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
が
、
そ
う
し
た
米
価
と
蚕
糸
を
め
ぐ
る
救
済
要
求
だ
っ
た
。

帝
国
農
会
に
連
携
す
る
超
党
派
の
議
員
組
織
で
あ
る
農
政
研
究
会
は
、
議
会
開
会
後
の
一
三
日
総
会
を
開
き
、
「
適
当
な
る
米
価
調
節
の

(S)

方
法
を
実
行
せ
ら
る
べ
-
」
要
求
す
る
「
米
価
調
節
に
関
す
る
建
議
案
」
を
議
会
に
提
出
す
る
。
他
方
、
政
友
会
は
、
先
ず
「
米
価
調
節
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(
5

及
蚕
糸
業
救
済
に
関
す
る
建
議
案
」
を
提
出
し
、
次
い
で
l
般
的
に
救
済
策
の
立
案
・
実
施
を
求
め
る
先
の
建
議
案
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込

a

ん
で
'
一
九
日
「
米
価
調
節
所
法
案
」
と
「
蚕
糸
業
救
済
補
償
法
案
」
を
提
出
し
た
。
前
者
は
'
米
価
調
節
所
の
設
置
と
米
の
最
高
最
低

価
格
の
公
布
、
華
南
価
格
を
越
え
る
場
合
の
米
穀
取
引
所
取
引
の
停
止
へ
最
低
価
格
を
割
り
込
む
場
合
の
政
府
に
よ
る
米
の
買
収
を
規
定

し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
政
府
大
隈
内
閣
は
'
二
二
日
「
蚕
糸
業
救
済
に
関
す
る
法
律
案
」
、
二
四
日
に
は
「
米
価
調
節
に
関
す
る

(
2

法
律
案
」
を
相
次
い
で
提
出
す
る
。
後
者
は
、
政
府
は
米
価
調
節
の
た
め
米
の
買
入
・
売
渡
を
な
し
へ
　
そ
の
資
金
に
は
国
債
整
理
基
金
特

別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
資
金
を
減
額
し
て
充
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
'
翌
二
五
日
、
政
友
会
は
二
個
師
団
増
設
経
費
を
削
除
す
る
予
算
修
正
案
を
可
決
へ
議
会
は
解
散
と
な
り
、
そ
れ
ら
諸
案
は
全

て
審
議
未
了
廃
案
と
な
る
。
後
に
、
東
京
朝
日
新
聞
は
社
説
に
於
い
て
、
そ
れ
ら
米
価
調
節
を
め
ぐ
る
対
立
を
「
畢
責
党
略
の
み
」
・
と
断

(
1
4
)

じ
た
が
、
解
散
含
み
の
政
局
が
米
価
問
題
(
と
蚕
糸
業
救
済
)
を
1
挙
に
政
府
・
野
党
間
の
深
刻
な
対
立
-
争
点
と
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
中
、
日
本
銀
行
幹
部
は
、
財
界
主
流
を
な
す
銀
行
家
た
ち
を
日
銀
に
召
集
し
、
二
三
日
(
カ
?
)
時
局
問
題
を
協
議
し
て
い
る
。

出
席
者
の
顔
ぶ
れ
は
、
三
島
日
銀
総
裁
へ
水
町
副
総
裁
お
よ
び
四
理
事
、
民
間
か
ら
は
、
渋
沢
栄
一
(
第
こ
、
早
川
千
吾
郎
(
三
井
)
、
三

村
君
兵
(
三
菱
)
、
池
田
謙
三
(
第
百
)
、
佐
々
木
勇
之
助
(
第
l
)
、
安
田
華
二
郎
(
安
田
)
、
松
方
巌
(
第
7
五
)
、
井
上
準
之
助
(
横
浜
正
金
)
、

志
村
源
太
郎
(
勧
銀
)
、
志
立
鉄
次
郎
(
興
銀
)
、
串
田
甫
蔵
(
三
菱
)
と
い
う
当
代
民
間
・
国
策
の
主
要
銀
行
家
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
「
話
題
は
専
ら
蚕
糸
救
済
法
案
と
米
価
調
節
策
を
中
心
」
と
し
、
「
列
席
者
の
意
見
略
ぼ
一
致
せ
る
所
」
へ
蚕
糸
救
済
に
つ

い
て
は
政
府
提
出
法
案
が
「
迅
速
に
此
が
通
過
を
計
」
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
し
か
し
'
「
取
引
所
を
利
用
せ
ん
と
す
る
米
価
調
節
策

は
姑
息
の
手
段
に
し
て
且
危
険
な
れ
ば
此
際
市
町
村
、
陸
海
軍
、
監
獄
、
官
私
の
大
工
場
に
備
慌
貯
蓄
を
懲
涌
心
し
て
根
本
的
調
節
策
を
建

(
3

っ
る
こ
と
」
と
し
へ
政
府
が
直
接
市
場
に
介
入
し
て
米
の
買
い
上
げ
を
行
お
う
と
い
う
政
府
案
に
対
し
て
は
、
姑
息
か
つ
危
険
と
し
て
反

対
の
態
度
を
と
っ
た
。
米
価
調
節
政
策
を
め
ぐ
っ
て
の
、
こ
う
し
た
国
策
銀
行
を
含
む
財
閥
銀
行
資
本
家
の
総
意
と
も
い
う
べ
き
態
度
を
'
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早
川
千
吉
即
は
、
既
に
『
帝
国
農
会
報
』
誌
上
で
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
早
川
は
い
う
「
吾
人
は
米
価
調
節
の
1
策
と
し
て
常
平
倉
制
度

こ
れ

を
主
張
す
。
這
は
陸
軍
省
或
は
民
間
の
大
工
場
、
大
鉱
山
経
営
者
が
貯
米
庫
を
設
け
て
、
本
年
の
如
-
米
価
低
廉
の
際
に
、
多
量
の
粉
を

買
置
き
て
、
貯
蔵
し
、
他
日
米
穀
不
作
の
時
に
当
り
て
之
を
使
用
す
る
に
在
り
'
斯
の
如
-
せ
ば
米
作
の
豊
凶
を
通
じ
て
価
格
の
平
均
を

(S)

得
べ
L
と
信
ず
」
と
。
こ
れ
は
へ
先
の
銀
行
家
達
の
意
見
と
併
せ
て
考
え
る
と
き
、
陸
軍
省
を
含
む
と
は
い
え
、
民
間
の
(
あ
る
い
は
官
私

の
)
工
場
な
ど
に
貯
米
庫
を
設
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
で
、
後
に
米
穀
法
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
よ
う
な
政
府
が
直
接
米
の
売
買
に
介
入
し
、

(
1
7
)

政
府
が
米
を
貯
蔵
す
る
と
い
う
「
常
平
倉
案
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
於
い
て
は
、
財
閥
銀
行
資
本
家
は
、
政
府
に

よ
る
米
穀
市
場
へ
の
介
入
に
拒
否
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

も
ち
ろ
ん
、
大
隈
内
閣
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
銀
行
家
も
認
め
る
陸
軍
省
の
糧
米
買
い
付
け
は
、
既
に
実
施
し
て
い
た
。
二
〇
日
よ
り
陸

軍
各
師
団
・
糧
抹
廠
は
、
糧
米
の
毎
月
買
い
付
け
と
い
う
慣
例
を
破
り
、
年
度
末
ま
で
の
消
費
量
全
て
を
一
時
に
買
い
付
け
、
精
米
・
玄

∴
ゞ

米
十
五
万
六
千
石
余
を
買
い
上
げ
た
。
だ
が
、
選
挙
を
控
え
た
大
隈
内
閣
は
、
銀
行
家
た
ち
の
反
対
す
る
救
済
案
の
実
施
を
も
急
い
だ
。

大
隈
内
閣
は
'
廃
案
と
な
っ
た
救
済
案
を
、
憲
法
七
十
条
の
緊
急
勅
令
形
式
に
よ
る
財
政
上
の
緊
急
処
分
を
も
っ
て
、
実
施
す
る
こ
と
を

検
討
す
る
。
し
か
し
、
勅
令
案
(
議
会
閉
会
中
の
財
政
上
の
処
分
)
を
議
決
す
べ
き
枢
密
院
は
、
「
米
価
調
節
実
施
に
対
す
る
枢
府
の
反
対
は

a

蚕
糸
業
救
済
に
対
す
る
よ
り
も
更
に
一
層
激
烈
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
大
隈
内
閣
は
、
枢
密
院
へ
の
米
価
調
節
案
提

B醐血

出
を
回
避
し
、
財
源
を
国
庫
余
剰
金
の
政
府
責
任
支
出
に
も
と
め
て
米
の
買
い
上
げ
-
米
価
引
き
上
げ
を
図
っ
た
(
尚
、
蚕
糸
業
救
済
案
は

枢
密
院
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
反
対
に
遭
遇
し
大
隈
内
閣
は
案
自
体
を
撒
回
し
た
)
.
か
-
し
て
、
1
五
年
1
月
二
二
日
大
隈
内
閣
は
、
米
価
調
節

令
を
閣
議
決
定
し
、
二
五
日
勅
令
第
二
号
と
し
て
公
布
即
日
施
行
し
た
(
蚕
糸
救
済
に
つ
い
て
は
2
節
後
述
)
.
政
府
は
国
庫
余
剰
金
か
ら
1

千
五
百
万
円
の
支
出
を
予
定
し
っ
つ
、
当
初
は
市
場
の
思
惑
を
誘
い
な
が
ら
介
入
を
遅
ら
せ
、
選
挙
終
盤
の
三
月
一
三
日
(
投
票
日
は
二
五

日
)
よ
り
買
い
上
げ
を
開
始
し
、
約
四
百
二
十
万
円
・
三
十
万
石
を
買
い
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
「
更
に
千
万
円
と
云
ふ
も
の
を
米
価
調
節
に
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(
3

使
う
と
云
ふ
こ
と
は
、
今
日
の
財
政
の
上
で
は
宜
ろ
し
-
な
い
」
と
し
て
、
五
月
施
策
を
打
ち
切
っ
た
。

大
隈
内
閣
与
党
は
選
挙
に
大
勝
利
し
、
政
友
会
打
破
を
果
た
し
(
大
隈
与
党
完
八
、
政
友
会
7
0
八
議
席
)
、
三
六
議
会
(
三
年
五
月
召

隻
)
提
出
の
追
加
予
算
通
過
に
よ
っ
て
二
個
師
団
増
設
も
果
た
さ
れ
た
.
し
か
し
、
米
価
は
、
二
、
三
月
に
這
円
台
を
回
復
し
た
も
の
の
、

四
月
に
は
十
四
円
を
七
月
に
は
十
三
円
を
割
り
込
み
'
低
迷
し
続
け
る
。
勝
利
を
収
め
た
大
隈
内
閣
は
、
財
政
難
を
理
由
に
米
価
低
迷
を

放
置
し
、
新
た
な
介
入
を
図
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
-
 
。
結
局
、
財
閥
銀
行
資
本
家
グ
ル
ー
プ
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
主
的
農
政
運

動
に
迫
ら
れ
て
実
施
に
移
さ
れ
た
去
年
米
価
調
節
令
は
'
政
府
が
直
接
米
穀
市
場
に
介
入
し
、
米
の
買
い
上
げ
に
よ
っ
・
て
米
価
の
引
き

上
げ
を
図
ろ
う
と
し
た
と
い
う
点
に
於
い
て
へ
画
期
的
で
あ
り
、
二
〇
年
代
米
価
政
策
の
起
点
と
な
っ
た
が
、
他
方
、
衆
議
院
総
選
挙
の

幕
間
劇
と
し
て
一
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。

そ
う
し
た
低
迷
す
る
米
価
を
放
置
し
よ
う
と
す
る
大
隈
内
閣
に
対
し
'
米
価
調
節
を
要
求
し
た
の
は
、
大
隈
与
党
で
あ
っ
た
。
三
六
議

∴
ご

会
に
お
い
て
'
立
憲
同
志
会
の
山
田
珠
這
「
米
価
調
節
の
調
査
機
関
設
立
に
関
す
る
建
議
案
」
を
'
同
じ
-
斉
藤
宇
1
即
は
「
米
価
調

(
8

節
に
関
す
る
建
議
案
」
を
提
出
し
た
。
政
友
会
の
斉
藤
珪
次
は
、
前
者
の
建
議
案
が
求
め
る
調
査
機
関
設
置
を
「
徒
ら
に
社
会
の
耳
目
を

(
3
)

喜
ば
せ
る
た
め
に
」
だ
け
用
い
ら
れ
の
で
は
な
い
か
と
、
不
信
の
念
を
表
明
し
っ
つ
も
、
他
の
政
友
会
議
員
共
々
そ
の
建
議
案
の
可
決
を

支
持
し
た
。
後
者
の
米
価
調
節
に
関
す
る
建
議
案
も
ま
た
へ
政
友
会
に
異
論
な
く
即
決
可
決
さ
れ
て
い
る
。

建
議
を
受
け
た
政
府
は
'
農
商
務
省
が
提
出
す
べ
き
原
案
の
確
定
を
ま
っ
て
、
三
年
十
月
米
価
調
節
調
査
会
官
制
を
公
布
し
、
河
野

農
商
務
相
を
会
長
に
、
渋
沢
栄
1
副
会
長
以
下
、
貴
衆
両
院
議
員
、
学
者
、
地
主
、
資
本
家
、
帝
国
農
会
、
各
省
官
僚
な
ど
七
十
余
名
か

(
8
)

ら
な
る
調
査
会
を
設
置
し
た
。
上
山
(
満
之
進
)
農
務
局
長
ら
農
林
官
僚
は
、
「
参
考
案
」
と
し
て
'
①
常
平
倉
案
、
②
米
倉
証
券
案
、
③

低
利
資
金
案
、
④
米
価
補
給
案
、
の
四
案
を
提
出
し
.
'
何
れ
か
の
案
を
農
施
す
る
こ
と
に
よ
り
米
価
を
最
低
十
四
円
最
高
十
八
円
の
幅
で

平
準
化
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
、
併
せ
て
外
国
米
の
専
売
案
を
提
案
し
た
。
調
査
会
は
、
委
員
か
ら
の
要
求
に
よ
り
,
先
ず
「
現
下
の
米
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(fi

価
に
対
す
る
応
急
調
節
策
を
立
案
」
す
る
こ
こ
と
な
り
、
応
急
策
と
し
て
、
米
輸
出
の
奨
励
・
低
利
資
金
(
二
千
万
円
)
供
給
・
米
の
鉄
道

(
8
)

運
賃
軽
減
・
田
租
納
期
の
臨
時
繰
り
下
げ
を
上
申
し
た
。
次
い
で
、
調
査
会
は
、
恒
久
調
節
策
の
策
定
の
た
め
に
二
十
三
名
の
委
員
か
ら

な
る
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
特
別
委
員
会
は
'
政
府
参
考
案
と
委
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
諸
提
案
と
を
も
と
に
恒
久
策
を
作
成
す
べ

く
、
志
村
源
太
郎
を
委
員
長
と
す
る
九
名
か
ら
な
る
小
委
員
会
を
更
に
設
置
し
た
。
志
村
を
委
員
長
と
す
る
小
委
員
会
は
、
①
相
当
の
石

数
に
限
っ
た
低
利
資
金
融
通
(
但
し
最
高
最
低
価
格
の
設
定
な
し
)
、
②
関
税
改
正
(
最
高
課
税
率
毎
百
斤
1
円
を
二
円
五
十
銭
へ
引
き
上
げ
)
、

③
米
の
輸
出
奨
励
、
④
農
業
倉
庫
設
置
普
及
の
奨
励
、
⑤
正
米
市
場
整
備
、
⑥
田
租
納
期
繰
下
、
⑦
米
の
加
工
及
び
利
用
方
法
の
研
究
、

(

8

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

)

を
答
申
し
、
こ
の
小
委
員
会
案
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、
特
別
委
員
会
や
総
会
(
十
六
年
九
月
)
で
可
決
・
答
申
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
調
査
会
答
申
に
至
る
審
議
の
過
程
で
は
、
先
ず
小
委
員
会
段
階
で
、
政
府
提
出
の
参
考
案
な
ど
が
「
経
費
の
関
係
上
よ
り
帝

∴
・
∵

国
の
財
政
の
上
か
ら
見
ま
し
て
」
、
「
又
現
今
の
社
会
経
済
組
織
の
上
か
ら
見
ま
し
て
」
、
「
採
る
べ
き
も
の
と
思
は
れ
ぬ
」
と
し
て
捨
て
ら

れ
、
そ
の
上
で
、
特
別
委
員
会
や
総
会
で
は
、
外
国
米
専
売
や
朝
鮮
米
移
入
関
税
の
課
税
と
い
っ
た
論
点
を
め
ぐ
り
厳
し
い
論
争
が
戦
わ

さ
れ
た
。
外
国
米
専
売
に
つ
い
て
は
、
小
委
員
会
段
階
か
ら
志
村
の
反
対
で
否
決
。
朝
鮮
移
入
米
を
め
ぐ
っ
て
も
'
「
地
主
階
級
の
困
難
を

救
ふ
と
云
ふ
の
為
に
之
を
以
て
全
体
の
日
本
の
農
業
の
前
途
を
危
-
し
」
て
は
な
ら
ぬ
と
し
た
志
村
が
、
将
来
予
想
さ
れ
る
食
糧
の
欠
乏

に
対
し
て
植
民
地
「
朝
鮮
な
り
台
湾
な
り
我
領
土
の
範
囲
内
に
於
て
食
糧
を
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
ど
う
し
て
も
必
要
」
と
し
、
ま
た
農
層

の
植
民
地
へ
の
移
民
に
よ
っ
て
「
内
地
に
残
り
ま
す
所
の
耕
作
者
の
耕
作
面
積
と
云
ふ
も
の
を
緩
和
し
て
自
然
に
多
-
す
る
」
と
い
う
理

由
か
ら
、
移
入
税
復
旧
阻
止
の
論
陣
を
張
り
、
移
入
税
復
旧
を
主
張
し
た
矢
作
栄
蔵
ら
の
主
張
を
否
決
に
追
い
込
ん
だ
絹
米
価
調
節
調
査

s
~

会
と
そ
こ
で
の
論
戦
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
川
東
輝
弘
の
優
れ
た
紹
介
と
分
析
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
に
深
-
立
ち

入
ら
な
い
。
但
し
、
値
民
地
へ
の
移
民
に
よ
る
農
村
過
剰
人
口
の
吸
収
1
国
内
農
家
経
営
面
積
の
拡
大
-
国
内
農
業
合
理
化
な
る
、
多
分

(
3
)

に
F
・
リ
ス
ト
の
受
け
売
り
的
な
志
村
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
志
村
自
身
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
。
「
生
活
程
度
」
の
低
い
植
民



広島法学16巻3号(1993) -156

<S)

地
農
民
と
「
競
争
す
る
の
は
内
地
農
民
の
堰
へ
ざ
る
所
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

そ
う
し
た
米
価
調
節
調
査
会
と
並
行
し
て
、
大
隈
内
閣
は
、
よ
り
広
-
第
一
次
大
戦
期
の
経
済
政
策
全
般
を
検
討
す
べ
く
、
一
六
年
四

月
経
済
調
査
会
を
設
置
し
て
い
る
。
志
村
も
委
員
と
し
て
参
加
す
る
そ
の
経
済
調
査
会
は
、
食
糧
政
策
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

経
済
調
査
会
内
で
、
関
税
政
策
全
般
を
審
議
し
た
「
租
税
第
二
号
提
案
特
別
委
員
会
」
(
志
村
非
委
員
)
は
、
1
六
年
九
月
、
・
道
家
農
務
局
長

is:

の
「
三
十
年
後
を
予
想
せ
ば
人
口
増
加
に
比
し
て
結
局
供
給
不
足
と
為
り
相
当
外
米
の
輸
入
を
要
す
」
と
い
う
長
期
需
給
見
通
し
を
も
と

s

に
、
米
価
調
節
調
査
会
の
関
税
引
き
上
げ
「
決
議
を
可
」
と
す
る
意
見
を
退
け
、
「
米
の
関
税
は
現
行
の
通
据
置
に
決
定
」
し
て
,
3
る
。
ま

た
、
同
じ
く
一
六
年
九
月
、
原
料
農
産
物
の
生
産
奨
励
を
審
議
し
た
「
産
業
第
六
号
提
案
に
関
す
る
貿
易
租
税
産
業
三
部
聯
合
部
会
」
(
志

村
出
席
)
は
'
ア
メ
リ
カ
産
原
綿
輸
入
の
防
遇
-
正
貨
防
衛
の
た
め
に
、
朝
鮮
に
お
い
て
「
現
に
濯
概
の
設
備
な
き
も
の
は
多
額
の
経
費
を

投
じ
強
い
て
水
田
と
し
て
米
作
に
利
用
せ
し
む
よ
り
は
寧
ろ
之
を
畑
地
と
し
」
、
「
南
鮮
六
道
の
水
田
面
積
約
六
十
甫
町
歩
中
」
、
「
約
二
十

s

蔦
町
歩
は
将
来
の
綿
花
栽
培
地
と
為
す
」
よ
う
決
議
し
た
。

以
上
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
1
六
年
段
階
の
食
糧
政
策
は
、
日
露
戦
後
以
来
の
植
民
地
移
入
米
無
関
税
・
外
米
関
税
課
税
を
再
確
認

L
へ
流
通
面
で
は
朝
鮮
産
米
の
内
地
移
入
を
確
保
し
っ
つ
も
、
生
産
面
で
は
綿
花
栽
培
・
原
綿
確
保
を
優
先
さ
せ
朝
鮮
米
増
産
を
軽
視
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
評
価
に
た
っ
て
、
米
価
調
節
調
査
会
の
意
義
を
求
め
れ
ば
、
そ
の
後
の
米
価
政
策
の

展
開
の
中
で
順
次
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
政
策
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
農
林
官
僚
が
初
め
て
提
示
し
た
と
い
う
点
で
は
画
期
的
な
意
味
を

持
つ
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
米
価
低
落
時
の
政
府
に
よ
る
限
定
さ
れ
た
低
利
資
金
融
通
に
よ
る
救
済
を
決
議
す
る
に
と
ど
ま
る

と
い
う
、
米
価
政
策
と
し
て
は
微
温
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
の
評
価
が
下
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
米
価
調
節
調
査
会
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て

は
、
・
調
査
会
の
審
議
を
リ
ー
ド
し
た
志
村
源
太
郎
に
即
し
て
、
今
少
し
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

マ
マ

志
村
は
、
米
価
調
節
調
査
会
を
ふ
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
米
価
調
節
調
査
会
は
人
為
的
方
法
を
以
て
其
調
査
[
調
節
力
-
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引
用
者
]
　
を
為
さ
む
と
せ
ば
、
現
下
の
経
済
組
織
を
破
壊
す
る
虞
れ
あ
り
と
な
し
、
努
め
て
自
然
に
其
平
均
を
得
せ
し
め
む
こ
と
を
企
画

し
、
先
づ
現
下
の
経
済
組
織
の
米
価
に
関
係
す
る
欠
陥
を
調
査
し
'
此
れ
を
補
足
す
る
の
方
法
を
講
ず
る
を
以
て
、
其
の
目
的
を
達
せ
む

s

と
せ
り
、
而
し
て
其
第
l
案
は
、
即
ち
農
業
倉
庫
案
な
り
」
と
。
志
村
の
主
観
に
即
せ
ば
、
調
査
会
は
、
政
府
に
よ
る
米
穀
市
場
へ
の
人

為
的
介
入
を
否
定
し
、
米
穀
に
関
す
る
経
済
組
織
の
欠
陥
の
補
足
を
企
て
、
そ
の
第
一
の
手
段
と
し
て
、
米
穀
倉
庫
案
を
答
申
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
、
小
委
員
会
作
成
の
答
申
案
に
つ
い
て
、
志
村
は
答
申
の
第
四
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
農
業
倉
庫
案
か
ら
説

明
を
始
め
て
い
る
。

志
村
は
、
特
別
委
員
会
の
席
上
「
第
一
に
農
業
倉
庫
の
設
置
を
奨
励
し
ま
す
案
」
を
説
明
し
て
、
「
各
地
方
に
農
業
倉
庫
が
比
較
的
普
及

致
し
ま
し
て
、
農
家
の
米
が
一
旦
そ
れ
に
這
入
り
ま
し
て
、
其
の
這
入
っ
た
米
に
対
し
て
比
較
的
低
利
な
る
都
会
の
資
金
が
自
由
に
円
滑

に
融
通
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
今
日
の
微
力
な
る
農
家
と
維
直
に
米
穀
を
売
出
す
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
な
-
な
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら

う
、
即
ち
米
の
供
給
が
l
年
中
に
平
均
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
り
ま
せ
う
、
又
進
ん
で
は
此
の
米
が
一
箇
所
に
集
り
ま
す
る
が
為
に
、

(
4
0
)

或
は
共
同
販
売
事
業
が
自
ら
伴
っ
て
参
り
ま
し
て
」
と
、
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
答
申
案
の
書
面
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
低
利
資
金
案
と
の
関

係
を
他
の
委
員
か
ら
問
わ
れ
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
融
資
対
象
と
な
る
石
数
を
「
仮
に
三
百
高
石
と
致
し
ま
し
て
そ
の
貸
付
を
勧

業
銀
行
を
し
て
当
ら
し
め
」
、
「
先
ず
農
業
倉
庫
に
在
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
米
穀
を
第
1
に
担
保
に
し
て
取
る
其
の
額
が
三
百
寓
石
に
達
し

ま
し
た
な
ら
ば
そ
れ
で
御
仕
舞
ひ
」
、
具
体
的
に
は
「
産
業
組
合
が
農
業
倉
庫
を
経
営
し
て
居
る
場
合
を
想
像
致
し
ま
す
る
と
」
へ
　
「
金
額
を

産
業
組
合
に
融
通
し
て
、
其
の
産
業
組
合
は
組
合
員
の
倉
庫
に
入
れ
て
居
り
ま
す
所
の
米
の
高
に
応
じ
て
産
業
組
合
が
組
合
員
へ
融
通
を

3

致
す
と
云
ふ
こ
と
に
相
成
る
」
、
低
利
資
金
に
「
限
り
が
あ
り
ま
す
以
上
は
矢
張
り
其
の
制
限
を
受
け
ま
し
て
皆
に
行
渡
ら
ぬ
」
が
、
「
其

の
為
に
此
の
直
接
生
産
者
、
中
農
と
云
ふ
や
う
な
者
や
国
家
の
上
か
ら
見
ま
し
て
」
、
「
救
済
す
べ
き
階
級
と
認
め
ま
す
も
の
を
主
と
し
て

s

そ
れ
に
向
つ
て
此
の
金
は
専
ら
供
給
L
や
う
と
云
ふ
積
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
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答
申
案
の
政
策
的
ね
ら
い
は
'
以
上
の
よ
う
な
志
村
の
発
言
の
中
に
、
明
瞭
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
平
常
時
に
於
い
て
は
'
農
業
倉
庫
の

普
及
に
よ
っ
て
入
庫
米
へ
の
資
金
融
通
を
可
能
に
し
、
微
力
な
る
生
産
農
家
が
そ
の
融
資
に
よ
り
米
価
d
下
が
る
出
来
秋
の
窮
迫
販
売
を

免
れ
、
一
年
を
通
じ
て
平
均
売
り
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
米
価
の
季
節
的
変
動
を
抑
え
年
間
を
通
じ
て
の
安
定
を
実
現
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
米
価
調
節
の
働
き
に
加
え
て
、
志
村
が
こ
の
農
業
倉
庫
案
に
込
め
た
狙
い
を
後
の
発
言
か
ら
補
足
す
れ
ば
、
従
来
の
不
動
産
(
農

地
)
信
用
-
勧
業
銀
行
、
対
人
信
用
-
信
用
組
合
に
加
え
て
、
対
物
(
米
穀
)
信
用
-
農
業
倉
庫
と
い
う
新
た
な
金
融
ル
ー
ト
を
開
き
、
農

(
3
)

村
金
融
の
整
備
拡
充
を
は
た
す
も
の
で
あ
り
(
尚
、
信
用
組
合
と
農
業
倉
庫
は
産
業
組
合
兼
営
と
想
定
)
、
ま
た
農
業
倉
庫
は
共
同
販
売
に
道
を

3

開
き
「
応
分
な
分
量
の
商
品
と
し
て
市
場
に
販
売
す
る
こ
と
へ
　
即
ち
農
業
者
の
手
に
よ
る
農
産
物
の
商
品
化
を
行
う
機
関
」
と
し
て
、
産

業
組
合
に
販
売
事
業
拡
充
の
物
的
条
件
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
先
の
発
言
の
中
に
、
農
業
倉
庫
案
と
答
申
案
冒
頭
の
米
価
低
落
時
に
お
け
る
政
府
の
低
利
資
金
(
特
別
会
計
+
預
金
部
資
金
)
融

(S)

通
と
の
関
連
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
志
村
は
、
低
利
資
金
「
貸
付
に
対
す
る
責
任
は
同
行
を
し
て
損
益
共
に
負
担
せ
し
め
る
」
と
し

て
、
自
ら
総
裁
を
勤
め
る
勧
業
銀
行
が
融
資
の
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
る
と
い
う
決
意
を
示
し
、
そ
の
上
で
、
救
済
低
利
資
金
を
政
府
特
別

会
計
-
勧
業
銀
行
1
産
業
組
合
-
農
業
倉
庫
1
組
合
員
の
入
庫
米
と
い
う
ル
ー
ト
に
の
せ
散
布
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な

-
こ
の
ル
ー
ト
は
、
従
来
の
大
蔵
省
預
金
部
資
金
1
勧
業
銀
行
1
産
業
組
合
と
い
う
産
業
組
合
貸
付
の
資
金
ル
ー
ト
で
あ
る
。
米
価
対
策

の
た
め
の
低
利
資
金
散
布
も
ま
た
産
業
組
合
金
融
の
資
金
パ
イ
プ
の
強
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
資
金
散
布

に
当
た
っ
て
は
'
総
額
に
限
定
が
あ
る
政
府
低
利
資
金
を
、
農
業
倉
庫
を
媒
介
と
し
て
、
専
ら
直
接
生
産
者
:
中
農
に
対
し
て
の
み
、
集

中
的
に
融
資
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
低
利
資
金
案
も
ま
た
農
業
倉
庫
を
物
的
前
提
と
し
、
救
済
対
象
を
地
主
で
は
な
-
中
農
-
直
接
生
産

者
に
定
め
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
米
価
調
節
調
査
会
答
申
は
、
米
価
調
節
と
い
う
課
題
の
内
か
ら
、
産
業
組
合
-
農
業
倉
庫
の
保
護
奨
励
へ
　
そ
れ
を
通
じ
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て
の
中
農
保
護
と
い
う
二
〇
年
代
農
政
の
基
本
線
を
明
確
に
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
政
策
的
ね
ら
い
を
持
つ
答
申
案
が
策
定
さ
れ
る
過
程
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
志
村
の
以
下
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
.
志

(
4
6
)

村
は
、
農
業
倉
庫
案
に
つ
い
て
「
私
は
其
当
時
平
田
会
頭
と
も
御
相
談
の
結
果
、
発
議
者
の
一
人
で
あ
り
ま
し
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ

(
4
7
)

は
、
上
山
農
務
局
長
等
農
林
官
僚
の
「
な
み
な
み
な
ら
ぬ
決
意
」
に
も
と
づ
-
「
参
考
案
」
の
提
出
や
朝
鮮
移
入
米
関
税
復
活
等
を
め
ぐ

る
厳
し
い
論
争
の
背
後
で
、
実
は
、
米
価
調
節
調
査
会
答
申
の
落
と
し
所
が
、
農
業
倉
庫
案
に
4
9
 
'
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
当
時
、
農
商
務
省
は
圧
倒
的
に
山
県
閥
の
影
響
力
下
に
り
、
そ
の
山
県
閥
の
知
恵
袋
平
田
東
助
が
、
志
村
と
の
協
議
に
よ
っ

て
、
い
わ
ば
農
林
官
僚
の
頭
越
し
に
、
農
業
倉
庫
案
を
と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
農
林
省
の
実
務
官
僚
と
し
て

も
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
O
実
際
、
特
別
委
員
会
の
席
上
、
四
農
業
倉
庫
案
の
答
申
文
書
に
つ
い
て
「
此
の
筆
を
執
り
ま
し
た

(
8
)

の
は
実
は
農
務
局
の
御
方
に
御
依
頼
致
し
ま
し
た
」
と
志
村
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
平
田
の
了
解
の
下
に
成
っ
た
米
価
調
節
調
査
会
答
申
の
核
心
を
な
す
農
業
倉
庫
案
が
、
大
隈
内
閣
の
後
を
襲
っ
た
山
県
閥
直

系
の
寺
内
内
閣
(
〓
ハ
年
十
月
成
立
)
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
の
は
、
蓋
し
当
然
で
あ
っ
た
。
寺
内
内
閣
は
、
「
農
業
倉
庫

業
法
案
」
を
、
先
ず
第
三
八
議
会
(
十
六
年
十
二
月
召
集
)
に
提
出
し
'
同
議
会
の
解
散
を
う
け
て
'
改
め
て
第
三
九
議
会
(
一
七
年
六
月
召

集
)
に
提
出
し
た
。
三
九
議
会
に
於
て
、
寺
内
内
閣
の
仲
小
路
農
商
務
相
は
「
中
以
下
の
農
業
者
の
為
に
、
国
家
と
し
て
施
設
致
す
べ
き
事
」

(S)

と
し
て
　
「
生
産
物
に
対
し
て
融
通
の
途
を
付
け
る
こ
と
」
を
挙
げ
へ
　
農
業
倉
庫
業
法
案
へ
の
協
賛
を
求
め
た
。
各
党
に
も
反
対
は
な
-
、

(
8
)

同
法
案
は
衆
議
院
・
貴
族
院
と
も
ス
ム
ー
ズ
に
通
過
、
成
立
す
る
。

そ
も
そ
も
農
業
倉
庫
案
は
、
1
四
年
の
帝
国
農
会
に
よ
る
「
米
価
調
節
に
関
す
る
建
議
」
の
中
で
も
、
「
米
穀
倉
庫
制
度
を
今
一
層
発
達

(
5
1
)

せ
し
む
る
こ
と
」
　
と
し
て
言
及
さ
れ
、
帝
国
農
会
の
要
求
と
も
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
米
穀
商
を
中
心
と
す
る
大
日
本
米
穀
会
も
、
一
六

∴
」
1

年
四
月
第
九
回
大
会
で
、
政
府
に
対
し
「
農
業
倉
庫
を
全
国
に
普
-
設
置
せ
し
め
之
が
保
護
奨
励
監
督
を
尽
さ
れ
ん
こ
と
を
建
議
」
し
て



広島法学16巻3号(1993) -160

い
る
。
あ
る
い
は
財
閥
銀
行
家
に
と
っ
て
も
民
間
の
工
場
等
に
貯
米
庫
を
設
け
さ
せ
る
よ
り
、
農
村
産
業
組
合
に
貯
米
庫
-
農
業
倉
庫
を

設
け
さ
せ
る
方
が
よ
う
好
都
合
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
.
そ
し
て
何
よ
り
も
、
農
業
倉
庫
案
は
、
産
業
組
合
中
央
会
の
会
頭
を
つ
と
め
る

平
田
東
助
と
同
副
会
頭
の
志
村
源
太
郎
に
と
っ
て
、
自
ら
の
組
織
利
益
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
帝
国
農
会
な
ど
が
米
価
調
節

策
と
し
て
の
徹
底
性
に
不
満
を
残
こ
し
た
と
し
て
も
、
農
業
倉
庫
案
そ
れ
自
体
に
反
対
す
る
勢
力
は
な
-
、
議
会
で
は
容
易
に
可
決
成
立

し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
へ
　
そ
の
農
業
倉
庫
業
法
は
'
農
業
倉
庫
を
農
家
の
生
産
し
た
米
こ
園
お
よ
び
地
主
の
小
作
米
を
保
管
す
る
も
の
と
し
　
(
第
1
条
)
へ

同
倉
庫
は
営
利
を
目
的
と
せ
ず
(
第
三
条
)
、
そ
の
設
立
主
体
を
産
業
組
合
へ
　
農
会
へ
　
公
益
法
人
、
市
町
村
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に

限
定
し
(
第
四
条
)
へ
　
そ
れ
に
所
得
税
と
営
業
税
の
免
除
と
い
う
特
典
を
与
え
て
い
た
(
第
十
四
条
)
。
特
に
、
同
法
は
、
産
業
組
合
経
営
の

農
業
倉
庫
に
の
み
寄
託
物
(
米
・
薗
)
　
の
預
・
質
入
・
倉
荷
証
券
で
あ
る
農
業
倉
庫
証
券
を
担
保
と
す
る
資
金
融
資
を
認
め
　
(
第
二
条
)
、
こ

れ
が
産
業
組
合
に
よ
っ
て
専
ら
経
営
さ
れ
る
よ
う
誘
導
し
て
い
た
。
ま
た
同
法
案
に
付
属
し
て
、
政
府
は
別
途
予
算
措
置
を
講
じ
、
倉
庫

建
設
費
の
二
割
を
国
庫
と
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
補
助
し
、
計
四
割
を
補
助
金
と
し
て
交
付
す
る
と
し
て
い
る
。
計
画
で
は
、
政
府
は
毎
年
二

十
万
円
の
予
算
を
向
こ
う
十
年
間
支
出
し
、
毎
年
四
百
十
、
十
年
間
で
四
千
百
へ
　
三
力
村
に
一
村
の
割
合
で
倉
庫
を
普
及
し
、
五
百
甫
石

(
8
)

の
米
を
貯
蔵
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
こ
の
点
、
十
年
間
で
二
百
万
円
の
支
出
と
は
「
国
家
の
財
政
上
か
ら
」
見
て
も
、
安
上
が

り
の
妙
案
と
い
い
得
た
。

確
か
に
、
同
法
は
、
倉
庫
の
経
営
主
体
に
産
業
組
合
以
外
の
者
も
認
め
て
は
い
た
が
、
農
商
務
省
は
、
同
法
の
運
用
に
当
た
っ
て
、
農

業
倉
庫
の
経
営
主
体
は
産
業
組
合
が
　
「
最
適
当
の
経
営
主
体
に
し
て
原
則
と
し
て
之
に
依
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
疑
な
き
所
な
り
唯
農
業

倉
庫
業
法
実
施
の
当
初
は
其
の
経
営
主
体
を
強
ち
之
[
産
業
組
合
]
に
の
み
限
定
し
難
き
事
情
あ
り
L
に
鑑
み
特
例
と
し
て
夫
れ
以
外
の

(S)

機
関
を
も
経
営
主
体
と
し
て
認
め
た
る
な
り
」
と
し
、
専
ら
農
業
倉
庫
が
産
業
組
合
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
る
よ
う
地
方
の
農
業
倉
庫
主
任
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者
を
指
導
し
、
施
策
に
当
た
ら
せ
た
。

こ
う
し
た
政
府
の
奨
励
策
に
よ
っ
て
、
農
業
倉
庫
は
専
ら

産
業
組
合
に
よ
り
経
営
さ
れ
、
二
四
・
二
五
年
の
補
助
金
増

額
、
二
六
年
の
法
改
正
に
よ
る
聯
合
倉
庫
設
置
の
認
可
な
ど

施
策
の
拡
充
を
経
て
、
順
次
普
及
し
て
い
-
。
一
七
年
度
(
午

度
は
七
月
-
翌
年
六
月
)
に
経
営
主
体
数
で
二
二
に
す
ぎ
な

か
丁
た
農
業
倉
庫
は
、
二
1
年
度
に
は
1
千
を
二
六
年
度
に

は
二
千
を
越
え
、
常
に
そ
の
九
〇
%
以
上
が
産
業
組
合
に
よ

っ
て
経
営
さ
れ
た
。
経
営
数
で
は
当
初
の
計
画
ど
お
り
毎
年

四
百
余
の
普
及
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
収
容
能
力
で

は
、
十
七
年
度
の
七
三
万
九
千
石
か
ら
十
年
後
の
二
六
年
度

に
は
約
七
倍
の
五
三
六
万
五
千
石
と
な
り
、
目
標
を
達
成
し

た
。
ま
た
、
そ
の
利
用
者
で
は
、
当
初
米
等
倉
庫
へ
の
寄
託

物
の
圧
倒
的
部
分
は
地
主
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
二
四
年
度

に
は
玄
米
で
生
産
者
の
寄
託
数
量
が
地
主
を
凌
駕
L
へ
　
二
九

年
度
に
、
は
そ
れ
が
三
分
の
二
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
　
[
表

二
-
一
参
照
]
。
二
〇
年
代
も
後
半
に
な
っ
て
農
業
倉
庫
は
、

よ
ラ
や
-
直
接
生
産
者
-
中
農
保
護
と
い
う
機
能
の
実
質
を
、

年 次
軍 営 主

体 総 数

内 産 業

組 合 経 営

収 用 力 刺 . 用 者

米 繭 生 産 者 地 . 主

19 1 7 T 6 1 1 2 9 6

千石 千貰 玄米 千人 玄米 千人

739 3 4 千石

3 9 9 6 2

千石

48 0 2 2

1 8 ( 7 4 7 2 4 1 7 1 ,6 2 1 9 1

1 9 ( 8 6 7 5 5 9 2 2 ,1 4 0 1 3 0

2 0 ( 9 8 6 0 7 5 9 2 ,5 2 5 1 7 5

2 1 ( 1 0 ) 1 ,0 6 3 9 3 8 、2 ,6 3 9 2 1 2 4 8 9 6 6 7 9 4 4 0

2 2 1 1 1 ,3 1 5 1 , 1 7 1 3 ,1 4 3 3 4 4 7 1 1 7 6 6 8 0 4 0

2 3 1 2 1 ,5 1 5 1 , 3 6 2 3 ,4 9 1 3 4 1 8 3 8 7 1 8 2 9 7 3

2 4 ( 1 3 1 ,7 0 6 1 ,5 4 0 3 ,9 7 5 5 1 8 9 8 9 1 0 3 9 4 0 5 9

2 5 ( 1 4 1 ,9 1 9 1 ,7 4 1 4 ,5 2 3 7 5 5 1 ,2 7 1 1 5 6 1 ,1 3 7 6 7

2 6 ( S 1 ) 2 ,2 7 4 2 ,1 0 3 5 ,3 6 5 1 ,3 3 9 1 ,7 4 5 2 1 2 1 ,0 2 5 5 0

2 7 ( 2 ) 2 ,4 6 4 2 ,3 1 9 5 ,7 8 2 1 ,9 1 8 2 ,3 7 7 2 8 0 1 ,3 0 8 5 9

2 8 ( 3 2 ,5 6 2 … 2 ,4 3 1 5 ,9 8 4 2 ,2 5 9 2 ,i 3 18 1 ,4 5 7 6 9

2 9 ( 4 2 ,6 9 1 2 ,5 7 5 6 ,1 2 2 2 ,7 3 3 2 ,9 0 7 3 2 3 1 ,5 3 0 7 1

3 0 5 2 ,7 5 6 2 ,6 5 8 6 ,3 0 4 3 ,2 9 4 3 ,8 9 9 3 9 6 1 ,7 9 0 8 1

3 1 ( 6 2 ,8 9 4 2 ,8 1 2 6 ,6 4 8 3 ,5 5 3 4 ,1 9 7 4 4 5 1 .8 6 7

3 2 ( 7 3 ,0 6 2 … 2 ,9 8 6 7 ,1 5 7 3 ,7 12 3 ,8 3 1 ′43 6 1 ,9 0 8 8 3

注)各年次『産業組合要覧』より作成。
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へ
一
F
:
I

様
々
な
限
界
を
持
ち
つ
つ
も
、
備
え
る
よ
う
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
-
、
こ
う
し
た
農
業
倉
庫
の
発
展
は
、
産
業
組
合
の
販
売
・
信
用

事
業
の
物
的
条
件
を
拡
充
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
へ
米
穀
自
治
管
理
法
案
か
ら
米
穀
管
理
法
に
至
る
政
府
の
米
穀
統
制
政
策
展
開
の

物
的
前
提
を
も
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
論
述
を
通
じ
て
、
第
一
次
大
戦
期
初
頭
に
お
け
る
、
志
村
源
太
郎
の
農
政
指
導
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た

こ
と
と
思
う
。
即
ち
、
米
価
調
節
問
題
の
展
開
の
中
か
ら
、
財
閥
銀
行
資
本
家
と
政
策
的
志
向
を
共
有
し
っ
つ
、
国
家
の
財
政
上
お
よ
び

植
民
地
統
治
上
の
要
請
か
ら
、
地
主
的
農
政
運
動
の
要
求
を
退
け
、
代
わ
っ
て
産
業
組
合
の
保
護
奨
励
と
中
農
-
生
産
者
保
護
と
い
う
政

策
的
基
本
線
を
打
ち
出
し
、
日
本
農
業
お
よ
び
個
別
農
民
経
営
の
合
理
化
を
果
た
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
政

策
決
定
を
押
し
進
め
る
際
の
、
志
村
の
資
源
は
、
産
業
組
合
中
央
会
を
通
じ
て
の
山
県
閥
最
有
力
幹
部
平
田
東
助
と
の
人
的
関
係
と
、
お

そ
ら
-
は
政
府
低
利
資
金
散
布
ル
ー
ト
の
起
点
た
る
勧
銀
総
裁
と
い
う
彼
の
地
位
で
あ
っ
た
。

(
-
)
　
こ
う
し
た
食
糧
政
策
の
理
解
は
'
大
豆
生
田
稔
「
1
九
二
〇
年
代
に
お
け
る
食
糧
政
策
の
展
開
」
『
史
学
雑
誌
』
第
九
1
編
1
0
号
1
九
八
二
年
九
月
、

に
依
拠
し
て
い
る
。

(
2
)
　
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
川
東
辞
弘
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
　
T
九
九
〇
年
へ
河
合
和
男
『
朝
鮮
に
お
け
る
産
米
増
殖
計
画
』
　
1
九
八
六
年
へ

大
豆
生
田
前
掲
論
文
、
同
「
第
l
次
大
戦
期
の
食
糧
問
題
と
食
糧
政
策
」
『
経
済
政
策
と
産
業
』
(
年
報
日
本
近
代
研
究
3
)
　
I
九
九
7
年
所
収
、
を
主
要

な
も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
尚
へ
戦
前
・
戦
後
の
食
糧
政
策
に
関
す
る
主
要
な
著
作
に
つ
い
て
は
、
前
掲
川
東
書
二
貢
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)
　
さ
し
あ
た
り
、
高
橋
亀
吉
『
大
正
昭
和
財
界
変
動
史
　
上
』
　
l
九
五
四
年
　
〓
I
二
〇
頁
へ
　
お
よ
び
石
井
寛
治
『
日
本
の
産
業
化
と
財
閥
』
　
1
九
九

二
年
　
五
二
・
五
三
頁
参
照
。

(
4
)
　
大
隈
内
閣
の
成
立
と
初
期
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
文
献
を
参
照
。
山
本
四
郎
「
明
治
よ
り
大
正
へ
」
井
上
清
編
『
大
正
期
の
政
治

と
社
会
』
　
1
九
六
九
年
所
収
　
四
〇
-
四
五
貢
へ
升
味
準
之
輔
『
日
本
政
党
史
論
　
第
三
巻
』
　
1
九
六
七
年
　
二
七
七
I
二
八
〇
貢
、
今
井
清
1
　
『
日
本

近
代
史
H
』
　
1
九
七
七
年
　
l
〇
七
I
l
〇
九
頁
。

(
5
)
　
以
下
本
文
に
掲
げ
る
米
価
の
数
値
は
全
て
、
加
用
信
文
監
修
『
改
訂
日
本
農
業
基
礎
統
計
』
一
九
七
七
年
　
五
四
六
貫
の
統
計
に
よ
る
。
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(
9
)

(S)
(-:=!)

(S)
(
2
)

(
3
)

(
3
)

(
」
)

(
」
)

(
3
)

(
2
)

(
2
0
)

『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
3
0
』
第
三
五
回
議
会
大
正
三
年
(
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
版
)
　
八
六
頁
。

『
帝
国
農
会
報
』
　
四
巻
二
号
1
九
1
E
I
年
　
六
〇
・
六
1
貢
.

『
帝
国
農
会
報
』
四
巻
1
二
号
　
五
六
-
六
七
頁
o
尚
へ
　
滋
賀
の
農
事
大
講
演
会
に
於
い
て
政
府
官
僚
が
米
価
調
節
策
を
追
及
さ
れ
た
と
す
る
へ
　
川
東
前

掲
書
三
九
頁
の
記
述
は
誤
り
。
見
出
し
が
紛
ら
わ
し
い
が
、
記
事
中
に
「
本
稿
は
去
月
開
会
せ
L
へ
本
会
総
会
に
於
け
る
米
価
調
節
に
関
す
る
建
議
案
の

議
事
速
記
録
」
と
明
記
(
同
誌
五
六
頁
)
　
し
て
あ
る
。

農
林
水
産
省
百
年
史
編
纂
委
員
全
編
『
農
林
水
産
省
百
年
史
　
中
巻
』
一
九
八
〇
年
一
三
八
頁
。

前
掲
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
3
0
』
第
三
五
回
議
会
　
l
〇
〇
・
l
 
O
t
貢
.
尚
、
原
文
は
'
漢
字
カ
ナ
文
で
あ
る
が
'
漢
字
は
当
用
漢
字
に
'

カ
ナ
は
ひ
ら
が
な
に
改
め
た
。
以
下
の
資
料
も
特
に
断
ら
な
い
が
、
引
用
に
あ
た
っ
て
同
様
に
改
め
る
。

同
速
記
録
　
八
三
頁
。

同
速
記
録
　
1
二
二
　
1
二
三
貢
o
尚
、
法
案
の
提
出
日
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
参
議
院
編
『
議
会
制
度
七
十
年
史
　
帝
国
議
会
議
案
件
名
録
』
　
l
九

六
l
年
の
記
載
に
よ
る
O
以
下
他
9
法
案
の
提
出
日
に
つ
い
て
も
同
様
。

両
法
案
と
も
本
会
議
に
上
程
さ
れ
ず
'
「
米
価
調
節
に
関
す
る
法
律
案
」
　
の
条
文
・
内
容
に
つ
い
て
は
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
1
二
月
二
五
日
付
に
よ
る
.

『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
1
九
1
五
年
l
月
l
三
日
付
.

『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
l
九
一
四
年
l
二
月
二
五
日
付
o

『
帝
国
農
会
報
』
　
四
巻
十
二
号
　
二
四
貢
。

こ
の
点
、
川
東
前
掲
書
四
三
頁
は
、
早
川
の
発
言
を
「
政
府
が
常
平
倉
を
設
置
し
」
へ
　
「
米
を
買
い
上
げ
」
る
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
本
稿
と
は
見

解
を
異
に
す
る
。

『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
1
九
l
五
年
1
月
十
六
日
付
O

同
紙
同
日
付
。

同
紙
l
月
1
廿
E
Z
I
付
「
若
槻
蔵
相
談
」
O
尚
へ
若
槻
礼
次
郎
『
古
風
庵
回
顧
録
』
の
三
章
四
節
「
相
場
を
す
る
大
蔵
省
」
の
記
述
は
、
米
価
調
節
案
と
蚕

糸
救
済
案
と
の
立
案
・
実
施
に
つ
い
て
へ
多
分
に
両
者
の
混
同
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
'
米
価
調
節
案
に
つ
い
て
「
枢
密
院
へ
出

し
て
あ
っ
た
緊
急
勅
令
案
は
撤
回
し
て
し
ま
っ
た
」
(
講
談
社
学
術
文
庫
版
　
二
1
　
7
頁
)
な
る
記
述
は
、
事
実
に
反
す
る
o
正
式
に
提
出
さ
れ
た
た
の
は
'

蚕
糸
救
済
案
で
あ
り
'
撤
回
さ
れ
た
の
も
同
案
。
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予
算
委
員
会
議
録
」
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
7
』
第
三
六
回
議
会
大
正
四
年
(
臨
川
書
店
復
刻
版
)
　
1
0
貢
o
尚
へ
頁
数
は
、
臨
川
書
店
版

の
通
し
番
号
、
以
下
同
様
。

前
掲
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
3
0
』
第
三
六
回
議
会
大
正
四
年
　
二
二
七
頁
。

同
速
記
録
　
三
二
五
頁
。

前
掲
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
7
』
第
三
六
回
議
会
　
八
1
八
頁
。

以
下
の
米
価
調
節
調
査
会
に
つ
い
て
の
記
述
は
'
川
東
前
掲
書
1
章
二
節
二
へ
四
五
-
六
六
頁
を
も
参
照
し
た
。

米
価
調
節
調
査
会
『
米
価
調
節
調
査
会
録
事
(
第
1
回
)
』
　
1
九
1
六
年
　
〓
-
四
六
頁
.

同
録
事
　
二
二
二
貢
。

「
米
価
応
急
調
節
策
に
関
す
る
上
申
」
に
つ
い
て
は
、
同
録
事
(
第
i
回
)
六
七
-
六
八
頁
。

米
価
調
節
調
査
会
『
米
価
調
節
調
査
会
録
事
(
第
二
回
)
』
　
1
九
1
六
年
　
1
-
七
頁
O

小
委
員
会
案
、
特
別
委
員
会
答
申
案
へ
総
会
答
申
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
同
録
事
一
-
一
九
頁
を
比
較
検
討
し
た
。

米
価
調
節
調
査
会
『
諮
問
事
項
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
』
　
1
九
二
ハ
年
　
l
七
貢
o

同
速
記
録
　
二
二
〇
1
二
二
二
貢
。

前
掲
川
東
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
　
四
五
-
六
三
頁
。

「
国
外
移
住
の
促
進
に
よ
っ
て
過
小
な
土
地
所
有
の
数
を
漸
減
さ
せ
る
こ
と
0
す
で
に
こ
の
方
法
だ
け
で
も
、
7
家
族
当
り
に
し
て
比
較
的
大
き
い
面
積

が
今
日
の
私
有
地
に
与
え
ら
れ
る
こ
こ
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
リ
ス
ト
『
農
地
制
度
論
』
(
小
林
昇
訳
岩
波
文
庫
一
九
七
四
年
　
二
四
頁
)
。
志
村
が
東
京

帝
国
大
学
で
農
政
学
を
学
ん
だ
の
は
エ
ッ
ゲ
ル
ト
か
ら
で
あ
っ
た
が
へ
そ
の
エ
ッ
ゲ
ル
ト
に
対
す
る
リ
ス
ト
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
川
田
稔
『
柳
田
国
男

の
思
想
史
的
研
究
』
一
九
八
五
年
　
七
三
頁
参
照
。

志
村
源
太
郎
「
朝
鮮
満
州
産
業
視
察
」
『
産
業
組
合
』
7
三
〇
号
7
九
二
ハ
年
　
三
貢
。
尚
、
台
湾
に
つ
い
て
も
同
様
の
主
張
が
あ
る
へ
同
「
産
業
の
台

湾
」
『
東
洋
経
済
新
報
』
　
二
九
九
号
7
九
二
六
年
　
二
〇
頁
O

原
田
三
喜
雄
編
『
第
1
次
大
戦
期
通
商
産
業
資
料
集
　
第
二
巻
』
　
7
九
八
七
年
　
二
四
1
貢
.

同
書
　
二
四
八
頁
。

同
編
『
同
資
料
集
　
第
五
巻
』
　
1
九
八
七
年
　
四
三
三
貢
.
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志
村
源
太
郎
「
農
業
倉
庫
と
金
融
」
　
『
産
業
組
合
』
　
l
四
四
号
1
九
1
七
年
　
四
五
貢
O

前
掲
『
諮
問
事
項
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
』
　
1
0
-
一
7
貢
。

同
速
記
録
　
三
〇
貢
。

同
速
記
録
　
三
二
貢
。

前
掲
志
村
「
農
業
倉
庫
と
金
融
」
　
四
五
貢
。

志
村
源
太
郎
『
産
業
組
合
問
題
』
一
九
二
六
年
(
本
位
田
他
監
修
『
協
同
組
合
の
名
著
　
第
三
巻
』
一
九
七
一
年
所
収
)
一
八
〇
頁
。

前
掲
『
諮
問
事
項
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
』
　
t
二
頁
o

志
村
源
太
郎
「
農
業
倉
庫
に
就
て
」
　
『
産
業
組
合
』
一
七
三
号
一
九
二
〇
年
　
二
貢
。

前
掲
川
東
『
戦
前
日
本
の
米
価
政
策
史
研
究
』
　
四
八
頁
。

前
掲
『
諮
問
事
項
特
別
委
員
会
議
事
速
記
録
』
　
四
七
頁
。

『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
1
3
』
第
三
九
回
議
会
大
正
六
年
　
二
二
七
頁
。

衆
議
院
に
於
い
て
は
'
農
業
倉
庫
業
法
案
委
員
会
で
、
沖
縄
の
砂
糖
な
ど
も
保
管
物
に
加
え
る
べ
き
等
、
い
-
つ
か
の
修
正
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
結

局
全
員
1
致
で
原
案
を
可
決
へ
本
会
議
で
も
異
議
な
-
可
決
さ
れ
た
(
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
M
聖
第
三
九
回
議
会
大
正
六
年
　
t
二
七
・
1
二

八
貫
)
O
ま
た
貴
族
院
に
於
い
て
も
'
農
業
倉
庫
業
法
特
別
委
員
会
に
お
い
て
反
対
者
も
な
-
可
決
さ
れ
、
本
会
議
で
も
賛
成
多
数
可
決
し
て
い
る
ノ
(
『
帝

国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
芭
第
三
九
回
議
会
大
正
六
年
(
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
版
)
　
　
T
五
四
・
1
五
五
頁
)
o

前
掲
『
帝
国
農
会
報
』
　
四
巻
一
一
号
　
六
〇
貢
。

『
大
日
本
米
穀
会
報
』
六
三
号
一
九
一
六
年
　
五
二
頁
。
ま
た
こ
の
建
議
の
審
議
に
つ
い
て
は
同
誌
、
四
一
-
四
四
貢
も
参
照
。

『
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録
6
』
第
三
九
回
議
会
大
正
六
年
　
(
臨
川
書
店
復
刻
版
)
　
五
二
九
貢
。

「
第
三
回
産
業
組
合
主
任
者
会
議
」
　
に
於
け
る
道
家
農
務
局
長
訓
示
『
産
業
組
合
』
　
l
七
三
号
t
九
二
〇
年
　
二
1
貢
o

生
産
者
米
の
寄
託
が
地
主
米
を
凌
駕
し
っ
つ
も
'
産
業
組
合
の
販
売
事
業
の
利
用
率
、
入
庫
期
間
の
長
さ
等
で
生
産
者
米
は
地
主
米
に
劣
り
'
な
お
も

生
産
者
が
窮
迫
販
売
に
さ
ら
さ
れ
、
農
業
倉
庫
の
利
用
に
於
い
て
は
'
地
主
が
よ
り
多
-
の
利
益
を
引
き
出
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
点
お
よ
び
、
三
〇
年

代
の
食
糧
管
理
政
策
の
深
化
の
中
で
の
農
業
倉
庫
の
役
割
に
付
い
て
は
、
井
上
暗
丸
『
日
本
産
業
組
合
論
』
　
(
『
昭
和
前
期
農
政
経
済
名
著
集
1
3
』
　
1
九
八

t
年
復
刻
版
)
第
三
編
三
章
「
国
家
的
米
穀
統
制
を
そ
の
主
な
る
展
開
動
E
E
Z
と
す
る
販
売
組
合
」
　
1
九
二
1
二
1
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。




